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(証券コード９０４６)
平成29年５月25日

株　主　各　位
神 戸 市 兵 庫 区 新 開 地 １ 丁 目 ３ 番 2 4 号
神 戸 電 鉄 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 寺 田 信 彦

第142回定時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼を申しあげます。
　さて、当社第142回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよ
うご案内申しあげます。

敬　具
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手
数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いた
だき、平成29年６月８日(木曜日)午後６時までに到着するようにご送付くださいますようお願い
申しあげます。

記
１．日　時 平成29年６月９日（金曜日）午前10時
２．場　所 神戸市北区谷上東町１番１号

谷上ＳＨビル７階（末尾案内図ご参照）
３．目的事項

報告事項 １．第142期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業報告、連
結計算書類および計算書類の内容報告の件

２．会計監査人および監査役会の第142期連結計算書類監査結果報告の件
決議事項

第１号議案 株式併合の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役３名選任の件
第４号議案 監査役１名選任の件
第５号議案 補欠監査役２名選任の件

以　上
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ

げます。また、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。
◎当社定款第17条により、株主ではない代理人および同伴の方など、議決権を行使することができる株主以外の

方はご入場いただけませんので、ご注意ください。
◎事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、

修正後の事項を当社ホームページ( http://www.shintetsu.co.jp/ )に掲載いたしますので、ご了承ください。

－ 1 －

株主各位
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株主総会招集ご通知添付書類
事　 業　 報　 告

(平成28年 4 月 1 日から
平成29年 3 月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項
(１）事業の経過およびその成果

　当期におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなど緩やかな回復基調にあるものの、
個人消費に弱さが見られ、世界情勢の不確実性が高まるなど、先行き不透明感が強まる状況で推
移しました。
　この間当社グループにおいては、平成25年度から28年度までの中期経営計画「グループビジ
ョン2016」に基づき、各部門において増収に注力するとともにコストの削減に努めた結果、当
期の業績は次のとおりとなりました。
　すなわち、営業収益は23,147百万円となり前期に比べ７百万円（0.0％）増加、営業利益は
2,243百万円となり前期に比べ40百万円（1.8％）減少、経常利益は1,503百万円となり前期に
比べ29百万円（2.0％）増加、親会社株主に帰属する当期純利益は1,287百万円となり前期に比
べ53百万円（4.3％）増加しました。
　なお、当期の期末配当につきましては、財務体質の強化を図るため、株主の皆様には誠に申し
訳なく存じますが、引き続き無配とさせていただきますので、何とぞご了承賜りますようよろし
くお願い申しあげます。

　当期のセグメント別の概況は次のとおりであります。

－ 2 －
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運　輸　業
　鉄道事業においては、「安全の絶対確保」を図るため、安全管理体制のさらなる整備・充実に
取り組んだほか、「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」等の補助を活用しながら、軌道の強化、
法面および橋梁の補強、信号設備の更新、車両の新造等の工事を推し進め、運転保安度の一層の
向上に努めました。このうち、２編成目を投入した6500系新型車両は、既存車両1000系と比べ
て消費電力を大幅に低減する省エネ性能を備え、「人と環境にやさしく、安全・快適な車両」と
してご好評を得ています。
　増収策としては、有馬温泉への旅客誘致を図るため、「有馬・六甲周遊１ｄａｙパス」や「有
馬温泉 太閤の湯クーポン」等の企画乗車券を発売したほか、訪日旅行者へのご案内を強化するた
め、三宮方面からの乗換駅にあたる谷上駅に４か国語対応の乗換案内看板を新設したほか、有馬
温泉への主要交通ルートの案内や観光情報が掲載された多言語によるパンフレットを製作しまし
た。また、沿線自治体や各種団体と連携した企画ハイキングや「親子で！家族で！体験イベント」
など小さなお子さまをお連れのお客様にも気軽にご参加いただけるイベントを多数開催し、神鉄
ファンの獲得に注力しました。
　また、神戸電鉄粟生線活性化協議会をはじめ、沿線自治体が交通計画策定のために設置した協
議会等に参画し、「駅を中心としたまちづくりの推進」や「鉄道駅を拠点に鉄道とバスとが役割
を分担し合う地域公共交通ネットワークの再構築」を要請したほか、神戸市の「神鉄シーパスワ
ン・神鉄シーパスワンｐｌｕｓ（プラス）」や三木市の「神戸電鉄福祉パス」など高齢者向けの
企画乗車券の販売に取り組みました。
　なお、神戸市による駅ビルの建設や駅前広場の整備などの再開発事業と合わせて進めておりま
す鈴蘭台駅の橋上駅舎化工事につきましては、平成30年夏頃の供用開始を予定しております。
　バス事業においては、企業や学校の貸切送迎業務をはじめ積極的な営業活動を展開し、増収に
努めました。また、安全輸送と旅客サービスの向上に努めたことが評価され、昨年９月に「貸切
バス事業者安全性評価認定制度」において最上位の「三ツ星」の認定を受けることができました。
　タクシー業においては、乗務員の採用に注力し、稼働率の向上に努めました。
　これらの結果、当期の運輸業の営業収益は12,931百万円となり、前期に比べ５百万円（0.0％）
増加し、営業利益は1,077百万円となり、前期に比べ40百万円（3.6％）減少しました。

－ 3 －
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不　動　産　業
　土地建物賃貸業においては、昨年１月に取得した新規物件（神戸市北区）が収益に寄与したほ
か、既存物件の稼働率向上により収益の拡大を図りました。また、土地建物販売業においては、
戸建用地の販売に努めました。
　なお、神戸市により施行されている鈴蘭台駅前再開発事業においては、駅前の活性化および利
便性の向上を図るため、継続して関係各所と協議を進めております。
　これらの結果、当期の不動産業の営業収益は2,061百万円となり、前期に比べ20百万円
（1.0％）増加し、営業利益は850百万円となり、前期に比べ38百万円（4.7％）増加しました。

流　通　業
　食品スーパー業においては、昨年７月に「神鉄食彩館岡場店（神戸市北区）」の生鮮食品売場
を中心にリニューアルを行ったほか、10月に北鈴神鉄駅ビル１階において銘菓・食品等を販売す
る「神鉄食彩館北鈴店別館（神戸市北区）」をオープンしました。また、各店舗で魅力ある集客
イベントや販売促進キャンペーンを実施するとともに、親しみやすく品揃えが豊富な売場づくり
を進めるなど、競争力を強化し、積極的な増収策を展開しました。
　前期に駅売店からコンビニエンスストア「セブン-イレブン」に転換したコンビニ業において
は、各店舗とも順調に推移しております。
　これらの結果、当期の流通業の営業収益は6,521百万円となり、前期に比べ216百万円（3.4％）
増加し、営業利益は96百万円となり、前期に比べ3百万円（3.2％）増加しました。

そ　の　他
　健康・保育事業においては、各保育施設について、駅に近接する立地等の強みを活かして園児
数の増に努めました。
　建設業においては、工事の直営化を推し進めるとともに、当社グループ外からの受注拡大に努
めましたものの、完成工事高が減少しました。
　これらの結果、当期のその他の営業収益は2,920百万円となり、前期に比べ273百万円（8.5％）
減少し、営業利益は243百万円となり、前期に比べ48百万円（16.5％）減少しました。

－ 4 －
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(２）対処すべき課題
　当社グループでは、経営理念である「安心・安全・快適をお届けすることで、お客様の豊かな
暮らしを実現し、地域社会に貢献する」ことを目指してまいります。この経営理念のもと、当社
グループの競争力を高め、持続的成長と発展を遂げることで、有利子負債の削減など財務体質の
さらなる強化を図り、安定した経営基盤の確立と企業価値の向上に努めることとしております。
　今後も、その実現に向けて、激変する経営環境に迅速かつ的確に対応できる体制を確立し、運
輸業をはじめとする既存各事業の事業基盤の強化および収益の拡大を図ってまいります。また、
グループ一体経営を推進することにより経営資源配分の最適化や、シナジーの創出およびその最
大化を図ってまいります。さらには、経営基盤を拡充させるため、新規事業および既存事業の周
辺事業への積極的な展開を進めてまいります。

　なお、鉄道事業において、ご利用者の減少傾向が続く厳しい状況のなか、今後、ますます行政
や地域住民の方々との連携が不可欠になってくるものと考えられ、「鉄道軌道安全輸送設備等整
備事業」等の補助の活用や地域と一体となった利用促進・啓発活動を、また粟生線においては路
線の維持・存続を図っていくため、上下分離をはじめとした同線にかかるコストの軽減等を、引
き続き関係者と協議・検討してまいります。

　当社グループのおかれた経営環境は依然として厳しい状況にありますが、復配に向けグループ
一丸となってさらなる業績の向上に努め、財務の健全化を図ってまいりますので、株主の皆様に
おかれましては、何とぞ変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。

－ 5 －
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(３）設備投資の状況
　当期中に実施いたしました主な設備投資は、鉄道車両の新造をはじめとした鉄道安全対策工事
と鈴蘭台駅の橋上駅舎化工事であります。

(４）資金調達の状況
　当期におきましては、株式会社日本政策投資銀行からの1,000百万円をはじめ、金融機関から
所要の借入を行いました。
　なお、当期末の借入金残高は65,460百万円で、前期末に比べ2,815百万円の減少となりまし
た。

(５）財産および損益の状況の推移

区 分 第139期
平成25年度

第140期
平成26年度

第141期
平成27年度

第142期
（当期）

平成28年度

営 業 収 益 (百万円) 22,764 22,646 23,140 23,147
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 (　〃　) 606 1,107 1,234 1,287

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円・銭) 7.53 13.76 15.35 16.01

総 資 産 (百万円) 97,510 96,472 95,954 95,635

純 資 産 (　〃　) 11,766 13,899 14,726 16,254

（注）「１株当たり当期純利益」は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
なお、期中平均発行済株式総数は自己株式数を控除して算出しております。

－ 6 －
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(６）重要な親会社および子会社ならびに企業結合等の状況
①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％
神 鉄 バ ス 株 式 会 社 111 100.0 バス事業、運行管理請負業
大 阪 神 鉄 豊 中 タ ク シ ー 株 式 会 社 92 100.0 タクシー業

株 式 会 社 神 鉄 エ ン タ ー プ ラ イ ズ 60 100.0 食品スーパー業
神 鉄 観 光 株 式 会 社 30 100.0 旅行業、コンビニ業、広告代理業、水

産観光業
株 式 会 社 神 鉄 ビ ジ ネ ス サ ポ ー ト 30 100.0 金融業、情報システムサービス業

神 鉄 タ ク シ ー 株 式 会 社 20 100.0 タクシー業

株式会社神鉄コミュニティサービス 20 100.0 建設業、施設管理業、警備業

③　その他重要な企業結合等の状況
　当社の持分法適用会社は次のとおりであります。

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％
北 神 急 行 電 鉄 株 式 会 社 3,200 19.9 鉄道事業

株 式 会 社 有 馬 温 泉 企 業 10 50.0 温泉給湯業

－ 7 －

重要な親会社および子会社ならびに企業結合等の状況
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(７）主要な事業内容（平成29年３月31日現在）
①　運　輸　業
鉄道事業 (神戸電鉄)

営業キロ 69.6km(有馬線 22.5km、三田線 12.0km、公園都市線 5.5km、粟
生線 29.2km、神戸高速線 0.4km)

駅　　数 48駅
車　両　数 157両(客車 157両)

バス事業 (神鉄バス)
営業キロ 17.0km
車　両　数 92両(乗合旅客 12両、貸切旅客 76両、特定旅客 ４両)

タクシー業 車　両　数 158両(大阪神鉄豊中タクシー 98両、神鉄タクシー 60両)
② 不動産業 土地建物賃貸業、土地建物販売業、発電および売電事業
③ 流　通　業 食品スーパー業、コンビニ業
④ そ　の　他 健康・保育事業、介護事業、旅行業、広告代理業、水産観光業、建設業、施

設管理業、警備業、金融業、情報システムサービス業

－ 8 －

主要な事業内容
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(８）主要な事業所（平成29年３月31日現在）
①　運　輸　業

事 業 内 容 主 要 な 事 業 施 設

鉄 道 事 業 神戸電鉄本社(神戸市兵庫区)、鈴蘭台総合事務所・車両工場(以上神戸市北区)

バ ス 事 業 神鉄バス本社・星和台営業所(以上神戸市北区)

タ ク シ ー 業 大阪神鉄豊中タクシー本社(大阪市淀川区)・豊中営業所(豊中市)
神鉄タクシー本社(神戸市北区)

②　不動産業
事 業 内 容 主 要 な 事 業 施 設

土 地 建 物 賃 貸 業

【主要な賃貸施設】
神鉄本社ビル、神鉄ビル(以上神戸市兵庫区)
鈴蘭台北神鉄ビル、鈴蘭台西町神鉄ビル、北鈴神鉄ビル、北鈴神鉄駅ビル、北鈴神鉄駅
前ビル、北鈴一番館、北鈴二番館、鈴蘭台西口神鉄ビル、西鈴神鉄ビル、西鈴壱番館、
西鈴二番館、西鈴三番館、谷上ＳＨビル、有馬一番館、岡場駅高架下店舗、田尾寺店舗
(以上神戸市北区)
緑が丘駅前店舗(三木市)
小野神鉄ビル(小野市)

発電および売電事業 神鉄見津太陽光発電所、神鉄栄太陽光発電所(以上神戸市西区)

③　流　通　業
事 業 内 容 主 要 な 事 業 施 設

食 品 ス ー パ ー 業 神鉄食彩館新開地店(神戸市兵庫区)、神鉄食彩館北鈴店・西鈴店・谷上店・岡場店(以上
神戸市北区)、神鉄食彩館落合店(神戸市須磨区)

コ ン ビ ニ 業 セブン-イレブン神鉄新開地駅店・神鉄湊川駅店(以上神戸市兵庫区)、セブン-イレブン
神鉄北鈴蘭台駅店・神鉄西鈴蘭台駅店・神鉄谷上駅店・神鉄岡場駅店(以上神戸市北区)

－ 9 －

主要な事業所
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④　そ　の　他
事 業 内 容 主 要 な 事 業 施 設

健康･保育事業 谷上保育園、しんてつ・おかば園(以上神戸市北区)、よこやま保育園(三田市)、し
んてつ・みどりがおか保育園(三木市)、小野駅前学童保育所(小野市)
神鉄スイミングスクール(神戸市北区)、御影スイミングスクール(神戸市東灘区)
リラクゼーションスペース・ラフィネ阪急三宮駅店(神戸市中央区)

介護事業 神鉄ケアサービスセンター(神戸市北区・三田市)、神鉄デイサービスセンター(神戸
市北区)

旅行業 神鉄観光本社営業所(神戸市兵庫区)
広告代理業 神鉄観光本社(神戸市兵庫区)
水産観光業 神鉄観光有馬ます池(神戸市北区)
建設業 神鉄コミュニティサービス本社(神戸市北区)
施設管理業 神鉄コミュニティサービス本社(神戸市北区)
警備業 神鉄コミュニティサービス本社(神戸市北区)
金融業 神鉄ビジネスサポート本社(神戸市兵庫区)
情報システムサービス業 神鉄ビジネスサポート本社(神戸市兵庫区)

(９）従業員の状況（平成29年３月31日現在）
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

名 名
838 14増

（注）１．従業員数には、企業集団外への出向社員、嘱託等は含んでおりません。
２．臨時従業員の年間の平均人員は、819名であります。

－ 10 －
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(10）主要な借入先（平成29年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

百万円
株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 11,761

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 9,900

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 8,077

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 6,379

兵 庫 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 4,846

２．会社の株式に関する事項（平成29年３月31日現在）
(１）発行可能株式総数 160,000,000株
(２）発行済株式の総数 80,615,668株
(３）株主数 9,918名（前期末比223名減）
(４）大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

阪 急 阪 神 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 21,950 27.3

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 3,141 3.9

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,098 1.4

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４) 1,081 1.3

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口５) 897 1.1

株 式 会 社 み な と 銀 行 832 1.0

阪 急 電 鉄 株 式 会 社 776 1.0

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 (信 託 口 ) 691 0.9

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口１) 674 0.8

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口２) 616 0.8

（注）持株比率は自己株式数(155,569株)を控除して計算しております。

－ 11 －
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３．会社役員に関する事項
(１）取締役および監査役の氏名等

（平成29年３月31日現在）
地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役
会 長 原 　 田 　 兼 　 治

代 表 取 締 役
社 長 寺 田 信 彦

代 表 取 締 役
専 務 取 締 役 三 津 澤 　 　 　 修 鉄道事業本部長

常 務 取 締 役 藤 　 原 　 芳 　 明
経営企画部、人事総務部担当
株式会社神鉄ビジネスサポート 代表取締役社長
株式会社神鉄エンタープライズ 代表取締役

常 務 取 締 役 内 　 芝 　 伸 　 一 経営企画部担当
鉄道事業本部副本部長

取 締 役 平 　 松 　 秀 　 則 ハリマ化成グループ株式会社 社外取締役
取 締 役 原 　 口 　 和 　 夫

取 締 役 田 　 村 　 幸 　 久 人事総務部担当
神鉄タクシー株式会社 代表取締役社長

取 締 役 津 　 山 　 裕 　 昭
不動産事業本部長
ライフサポート事業本部健康・保育事業部担当
株式会社神鉄コミュニティサービス 代表取締役社長
株式会社有馬温泉企業 代表取締役社長

取 締 役 中 　 西 　 　 　 誠
ライフサポート事業本部介護事業部担当
株式会社神鉄エンタープライズ 代表取締役社長
神鉄観光株式会社 代表取締役

常 任 監 査 役
（ 常 勤 ） 近 　 藤 　 恭 　 彦

監 査 役 川 　 島 　 常 　 紀
監 査 役 木 　 下 　 卓 　 男 弁護士

（注）１．取締役　平松秀則および取締役　原口和夫は、社外取締役であります。
２．監査役　川島常紀および監査役　木下卓男は、社外監査役であります。
３．監査役　近藤恭彦は、長年にわたり金融機関に勤務し、財務および会計に関する相当程度の知見を有

しております。

－ 12 －
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４．平成28年６月10日開催の第141回定時株主総会終結の時をもって、取締役　杉山健博および取締役
近藤恭彦は辞任により退任し、監査役　稗田勝は任期満了により退任しました。

５．平成28年６月10日開催の第141回定時株主総会において、寺田信彦および中西誠が取締役に、近藤
恭彦が監査役に選任され、それぞれ就任しました。

６．取締役　藤原芳明は、平成28年６月９日に株式会社神鉄エンタープライズの代表取締役に就任しまし
た。

７．取締役　近藤恭彦は、平成28年６月９日に株式会社神鉄エンタープライズの代表取締役を退任しまし
た。

８．監査役　川島常紀は、平成28年６月14日に阪急阪神ホールディングス株式会社の常任監査役および
阪急電鉄株式会社の常任監査役を退任しました。

９．取締役　平松秀則、取締役　原口和夫、監査役　川島常紀および監査役　木下卓男は、独立役員とし
て東京証券取引所に届け出ております。

10．決算期後に生じた取締役の担当および重要な兼職の状況の異動
　　　平成29年４月１日付で次のとおり変更となりました。

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

常 務 取 締 役 藤 原 芳 明 経営企画部、人事総務部担当
株式会社神鉄ビジネスサポート代表取締役社長

取 締 役 中 西 　 誠 ライフサポート事業本部介護事業部担当
株式会社神鉄エンタープライズ 代表取締役社長

（２）取締役および監査役の報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 総 額

取 締 役 11名 72百万円
監 査 役 ４名 12百万円

計 15名 84百万円
（注）１．上記のうち、社外役員（社外取締役および社外監査役）に対する報酬等の総額は４名６百万円であり

ます。
２．上記には、使用人兼務取締役の使用人の給与相当額９百万円は含んでおりません。
３．上記には、平成28年６月10日開催の第141回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名お

よび監査役１名の員数および報酬を含んでおります。

（３）社外役員に関する事項
①重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

　取締役　平松秀則は、ハリマ化成グループ株式会社の社外取締役であります。なお、当
社と同社との間に特別の利害関係はありません。

－ 13 －
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②当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役
平 松 秀 則 取締役会の10回全てに出席し、豊富な経営経験と高い見識に基づき必

要な発言を適宜行っております。
原 口 和 夫 取締役会の10回全てに出席し、豊富な経験と高い見識に基づき必要な

発言を適宜行っております。

監 査 役
川 島 常 紀 取締役会の10回全てに、また監査役会の10回全てに出席し、コンプ

ライアンスの視点から必要な発言を適宜行っております。
木 下 卓 男 取締役会の10回全てに、また監査役会の10回全てに出席し、弁護士

としての専門的見地から必要な発言を適宜行っております。
（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議

があったものとみなす書面決議が１回ありました。

③責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

４．会計監査人に関する事項
(１）会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(２）会計監査人の報酬等の額
区 分 報 酬 等 の 額

①　当社が支払うべき報酬等の額 33百万円
②　当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 33百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引
法上の監査に対する報酬等の額等を区分しておりません。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積り等を検討した結果、会計監査
人の報酬等の額について、会社法第399条第１項の同意を行っております。

(３）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の独立性、信頼性、効率性等について問題があり、適正な職務
の遂行が困難であると認められる場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不
再任に関する議案の内容を決定します。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事項に該当すると
認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査
役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任
した旨と解任の理由を報告します。

－ 14 －
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５．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
(１)業務の適正を確保するための体制

　当社が、取締役会において会社法等に基づき、業務の適正を確保するための体制につい
て決議した内容は、次のとおりであります。

 

 ①当社およびグループ会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合する
ことを確保するための体制

　コンプライアンス担当部署を置き、同部署は、当社およびグループ会社においてより質
の高いコンプライアンスを推進していくため、「神戸電鉄グループ法令倫理行動マニュア
ル」を作成・配付し、法令遵守等について当社グループの役職員の意識を高めるととも
に、定期的に研修を実施する。
　法令、定款、規程もしくは企業倫理に反する行為またはそのおそれのある事実を速やか
に認識し、コンプライアンス経営を確保することを目的として、当社およびグループ会社
の役職員が利用することのできる内部通報制度を設ける。
　当社およびグループ会社において法令等に違反する重大な事象が発生した場合には、速
やかに是正措置を講じるとともに、当社監査役に報告する。
　他部門からの独立性を確保した内部監査部門を設置し、同部門は、当社の監査役と連携
して、当社およびグループ会社を対象に内部監査を実施する。
　財務報告に係る内部統制については、当社およびグループ会社の責任体制や方針を定
め、財務報告の信頼性を確保する。
　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断を徹底するため、弁護
士、警察等の外部機関との連携を図るなど、当社およびグループ会社において必要な体制
を整備する。

 ②当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　当社の取締役の職務の執行に係る文書その他の情報は、文書の保存・管理に関する規程
に従い適切に保存・管理し、当社の監査役はこれらの文書その他の情報を常時閲覧できる
ものとする。
　文書の保存・管理に関する規程には、重要な文書の保管方法、保存年限等を定め、その
規程を制定・改定する際は、当社の監査役と事前に協議を行う。

－ 15 －
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 ③当社およびグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社およびグループ会社におけるリスク管理を統括する担当部署を設け、組織横断的な
リスクについてはリスク管理担当部署が、各部門または各グループ会社の所管業務に関す
るリスクについては各部門または各グループ会社が、それぞれリスク想定・分析を行った
うえで、対策の立案等を行うとともに、適時見直しを行う。
　当社およびグループ会社において不測の事態が発生した場合に、適切な情報伝達が可能
となる体制を整備するとともに、重大なリスクが具現化した場合には、社長を対策本部長
とする危機対策本部を直ちに設置し、迅速かつ必要な初期対応を行うことにより、その損
害・影響等を最小限に止める体制を整備する。
　上記事項を定めるリスク管理に関する規程に従い、当社およびグループ会社のリスク分
析やリスク対応の状況等について、適時当社の取締役会が報告を受ける体制を確保する。

 

 ④当社およびグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制
　当社の取締役会に加えて経営会議、グループ経営会議を設置し、当社および当社グルー
プの経営方針および経営戦略や経営計画に関わる重要事項については、経営会議、グルー
プ経営会議の審議を経て、取締役会において決定するものとし、その進捗状況および成果
については、適時取締役会が報告を受ける体制を確保する。
　業務執行については、業務組織、業務分掌、意思決定制度等においてそれぞれ当社およ
びグループ会社の取締役および使用人の権限と責任の所在および執行手続の詳細を定め
るものとし、重要な業務執行の進捗状況については、適時当社およびグループ会社の取締
役会が報告を受ける体制を確保する。
　経営に関する意思決定においては、中期および年度の経営計画、月次の業績報告等に基
づき合理性、妥当性を十分に審議することにより、経営判断の適正性を確保する。
　業務の効率性と適正性を確保するため、当社およびグループ会社においてＩＴ化を推進
する。
　当社およびグループ会社の資金調達を一元化することにより、業務の効率性および資金
の流れの透明性を確保する。
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 ⑤グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の企
業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社グループの中期および年度経営計画については、当社が承認権限を持つとともに、
適時その進捗状況について、当社の取締役会が報告を受ける体制を確保する。
　グループ会社がグループ経営の観点から重要な事項を実施する場合においては、事前に
当社の承認を得ることを求め、またグループ会社が当社に適時報告する体制を整備する。

 ⑥当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
　当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役と協
議し、必要な人員を配置する。

 

 ⑦当社の監査役を補助する使用人の当社の取締役からの独立性および当該使用人に対する指
示の実効性の確保に関する事項

　当社の監査役を補助する使用人の異動・評価等に関しては、監査役と事前に協議を行
う。
　当社の監査役を補助する使用人は、監査役の指揮命令によりその職務を行う。

 

 ⑧当社の監査役への報告に関する体制および監査役に報告をした者が当該報告をしたことを
理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制

　当社の監査役が出席する当社の取締役会、経営会議、グループ経営会議等において当社
およびグループ会社の重要事項の報告を行う。
　当社およびグループ会社の取締役、使用人等が業務執行の状況等につき当社の監査役が
必要と認める事項を適時報告する体制を整備する。
　内部監査部門は、当社の監査役に対し、内部監査活動に関する報告を適時行うほか、内
部通報制度の運用状況を定期的に報告する。
　当社の監査役に報告を行った当社およびグループ会社の役職員に対し、当該報告をした
ことを理由として不利な取扱を行わないこととする。
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 ⑨当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務
の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　当社の監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、速や
かに当該費用を処理する。

 ⑩その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　当社の監査役は、内部監査部門が実施する監査計画について事前に説明を受けるととも
に、追加監査の実施等、必要な措置を求めることができる。
　当社の監査役は、効率的な監査を実施するため、適宜、会計監査人および内部監査部門
と協議または意見交換を行う。

(２)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりであり
ます。

 ①コンプライアンスに関する取組
　当社グループは、コンプライアンス意識の一層の向上を図るため、役職員を対象とした
各種研修等を実施しております。また、内部通報制度の周知にも努めております。
　内部監査については、内部監査部門が当期における重要なテーマ等を設定して、それに
基づき当社およびグループ会社を対象に監査を実施しております。また、同部門は、財務
報告に係る内部統制について、有効性の評価を行っております。
　反社会的勢力との関係遮断については、その徹底を図るため弁護士や警察等の外部機関
等との情報交換を継続的に実施しております。

 ②リスク管理に関する取組
　当期におけるグループ共通のリスク項目を掲げ、それをもとに当社およびグループ会社
がそれぞれ重点目標を設定し、各リスクの低減に向けて対策を立案する等の取組を実施し
ております。
　また、常勤役員で構成されるリスク管理委員会を開催し、リスクへの対応状況の確認等
を行い、その内容を取締役会に報告しております。
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 ③取締役の職務執行の適正および効率性の確保に関する取組
　当社グループでは、取締役会のほか、経営会議やグループ経営会議等を定期的に開催し
ており、経営計画等の重要事項のほか、グループ会社の重要な投資案件について、十分に
審議することにより経営判断の適正性を確保しております。
　また、業務の効率性と適正性を確保するため、グループ全体でＩＴ化を推進したほか、
グループ内の資金調達や資金管理を一元化しております。

 ④当社グループにおける業務の適正の確保に関する取組
　グループ会社の重要な事項については、当社の取締役会やグループ経営会議等で審議す
るとともに、グループ会社の年度経営計画の進捗状況等についても、毎月報告を受ける体
制を確保しております。

 ⑤監査役監査の実効性の確保に関する取組
　監査役が取締役会等の重要な会議に出席したり、稟議書等を常時閲覧したりすること等
により、速やかに必要な情報を得られる体制を確保しております。
　また、監査役は効率的な監査を実施するため、定期的に外部会計監査人や内部監査部門
等と意見交換を行っております。
　なお、監査役の職務を補助する体制として専任スタッフを配置しており、同スタッフは
監査役の指揮命令に基づき職務を行っております。

　本事業報告中の記載金額および株式数の表示単位未満は切り捨て、比率の表示桁未満は四捨五
入して表示しております。

－ 19 －
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連　結　貸　借　対　照　表
平成29年３月31日現在

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部） 百万円 （負　債　の　部） 百万円

流 動 資 産 4,611 流 動 負 債 36,284
現 金 及 び 預 金 867 買 掛 金 3,537
売 掛 金 1,089 短 期 借 入 金 30,013
短 期 貸 付 金 56 未 払 法 人 税 等 197
販 売 土 地 及 び 建 物 678 前 受 金 89
商 品 116 賞 与 引 当 金 48
貯 蔵 品 416 そ の 他 2,398
そ の 他 1,387 固 定 負 債 43,097
貸 倒 引 当 金 △0 長 期 借 入 金 35,447

固 定 資 産 91,024 繰 延 税 金 負 債 72
有 形 固 定 資 産 88,085 再評価に係る繰延税金負債 3,475

建 物 及 び 構 築 物 45,425 退 職 給 付 に 係 る 負 債 479
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 5,343 負 の の れ ん 1
土 地 34,723 そ の 他 3,621
建 設 仮 勘 定 2,232 負 債 計 79,381
そ の 他 360

無 形 固 定 資 産 832 （純　資　産　の　部）
の れ ん 12 株 主 資 本 14,519
そ の 他 820 資 本 金 11,710

投 資 そ の 他 の 資 産 2,105 利 益 剰 余 金 2,861
投 資 有 価 証 券 1,095 自 己 株 式 △53
長 期 貸 付 金 700 その他の包括利益累計額 1,735
繰 延 税 金 資 産 39 その他有価証券評価差額金 259
そ の 他 287 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △46
貸 倒 引 当 金 △17 土 地 再 評 価 差 額 金 1,491

退職給付に係る調整累計額 30
純 資 産 計 16,254

資 産 合 計 95,635 負 債 ・ 純 資 産 合 計 95,635

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連　結　損　益　計　算　書
平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

科 目 金 額
百万円 百万円

営 業 収 益 23,147

営 業 費

運 輸 業 等 営 業 費 及 び 売 上 原 価 18,312

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,592 20,904

営 業 利 益 2,243

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 27

そ の 他 の 収 益 125 153

営 業 外 費 用

支 払 利 息 806

そ の 他 の 費 用 86 892

経 常 利 益 1,503

特 別 利 益

工 事 負 担 金 等 受 入 額 584

そ の 他 の 利 益 6 590

特 別 損 失

工 事 負 担 金 等 圧 縮 額 584

そ の 他 の 損 失 23 608

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,486

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 192

法 人 税 等 調 整 額 6 198

当 期 純 利 益 1,287

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,287

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
－ 21 －
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連結株主資本等変動計算書
平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

株 主 資 本

資 本 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

百万円 百万円 百万円 百万円
当 期 首 残 高 11,710 1,574 △50 13,234

当 期 変 動 額

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,287 1,287

自 己 株 式 の 取 得 △3 △3

土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － 1,287 △3 1,284

当 期 末 残 高 11,710 2,861 △53 14,519

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

土地再評価
差 額 金

退 職 給 付
に 係 る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
当 期 首 残 高 120 △87 1,491 △33 1,491 14,726

当 期 変 動 額

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,287

自 己 株 式 の 取 得 △3

土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 138 41 △0 63 243 243

当 期 変 動 額 合 計 138 41 △0 63 243 1,528

当 期 末 残 高 259 △46 1,491 30 1,735 16,254

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連　結　注　記　表

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
（１）連結子会社の数

７社
（２）連結子会社の名称

神鉄バス㈱、大阪神鉄豊中タクシー㈱、
㈱神鉄エンタープライズ、神鉄観光㈱、
㈱神鉄ビジネスサポート、神鉄タクシー㈱、
㈱神鉄コミュニティサービス

２．持分法の適用に関する事項
（１）持分法適用関連会社の数

２社
（２）持分法適用関連会社の名称

北神急行電鉄㈱、㈱有馬温泉企業
３．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

・時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの
移動平均法に基づく原価法

②デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ　　　　　時価法

③たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・販売土地及び建物　　個別法
・商品　　　　　　　　主として売価還元法
・貯蔵品　　　　　　　主として移動平均法
・未成工事支出金　　　個別法

－ 23 －
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（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

鉄道事業取替資産　　　取替法
その他の固定資産　　　定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法
③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（３）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
　連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま
す。

（４）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①ヘッジ会計の処理

　繰延ヘッジ処理によっております。
　なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

②退職給付に係る負債の計上基準
　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における見込額に基づき、退職給付債
務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
　なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12
年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。
　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額
の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

③工事負担金等の会計処理
　当社は、鉄道事業における施設の改築工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工事費の一部として
工事負担金等を受けております。
　工事負担金等を受け入れて取得した固定資産のうち、資産価値や機能の向上が見込まれるもの（橋梁改
築工事等）については、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減
額せず、固定資産に計上し、連結損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上しており
ます。
　また、資産価値や機能の向上が見込まれないもの（踏切道拡幅工事等）については、工事完成時に当該
工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額し、連結損益計算書においては、工事負
担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を工事負担金等圧
縮額として特別損失に計上しております。
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④消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

⑤連結納税制度の適用
　連結納税制度を適用しております。

⑥のれんの償却方法及び償却期間
　10年間の定額法により償却を行っております。

Ⅱ．連結貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（１）担保に供している資産

固定資産 67,266百万円
投資有価証券 165百万円
合計 67,432百万円

（２）担保に係る債務
長期借入金 11,350百万円
短期借入金 2,510百万円
合計 13,860百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額
71,843百万円

３．固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額
56,107百万円

４．土地の再評価
　当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法
律の一部を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、評
価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部に計上し、
これを控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。

再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定め
る固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出する方法によっております。

再評価を行った年月日　　　　平成14年３月31日

Ⅲ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
当期末における発行済株式の種類及び総数

普通株式　80,615,668株

－ 25 －
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Ⅳ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を
調達しております。
　売掛金に係る取引先等の信用リスクは、取引先等の企業規模や取引規模等を勘案し、情報収集を行い、詳
細情報等を把握することでリスク低減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、上場株式につ
いては四半期ごとに時価の把握を行っております。
　借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の長期借入金の金利変
動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブ
取引は社内規程に基づく限度額の範囲で行うこととしております。

２．金融商品の時価等に関する事項
　平成29年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては、次のとおりであります。

(単位：百万円)
連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額 ( ※ 1 )

時 価
（※1） 差 額

⑴ 現金及び預金 867 867 －

⑵ 売掛金 1,089 1,089 －

⑶ 投資有価証券

その他有価証券 920 920 －

⑷ 買掛金 (3,537) (3,537) －

⑸ 短期借入金 (11,693) (11,693) －

⑹ 長期借入金 (53,767) (54,389) 621

⑺ デリバティブ取引(※2)

ヘッジ会計が適用されているもの [46] [46] －
（※1）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
（※2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については[　]で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

（１）現金及び預金、並びに（２）売掛金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。

（３）投資有価証券
　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

－ 26 －
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（４）買掛金、並びに（５）短期借入金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。

（６）長期借入金
　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割
引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象と
されており（下記(７)参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借
入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割引いて算定する方法によっております。

（７）デリバティブ取引
　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（上記(６)参照）。

（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額175百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
を見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(３)投資有価証券」
に含めておりません。

（注３）(５)短期借入金及び(６)長期借入金については、連結貸借対照表において短期借入金に含めている１
年以内返済予定額を長期借入金へ組み替えて表示しております。

Ⅴ．賃貸等不動産に関する注記
１．賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の子会社は、主に兵庫県内において賃貸用のビル（土地を含む。）を有しております。
２．賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：百万円）
連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価

13,474 13,668
（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
（注２）当期末の時価は、重要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、

その他の物件については「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額であります。ただし、
第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適正に市場価格を反映していると考えら
れる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によってお
ります。また、当期に取得したものについては、時価の変動が軽微であると考えられるため、連結貸
借対照表計上額をもって時価としております。

Ⅵ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 202円08銭
２．１株当たり当期純利益 16円01銭

－ 27 －
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貸　借　対　照　表
平成29年３月31日現在

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部） 百万円 （負　債　の　部） 百万円

流 動 資 産 3,758 流 動 負 債 34,693
現 金 及 び 預 金 660 短 期 借 入 金 29,502
未 収 運 賃 637 未 払 金 3,454
未 収 金 1,120 未 払 費 用 449
未 収 収 益 62 未 払 消 費 税 等 99
販 売 土 地 及 び 建 物 702 未 払 法 人 税 等 163
貯 蔵 品 386 預 り 連 絡 運 賃 139
前 払 費 用 79 預 り 金 270
そ の 他 の 流 動 資 産 108 前 受 運 賃 392
貸 倒 引 当 金 △0 前 受 金 77

固 定 資 産 89,803 前 受 収 益 78
鉄 道 事 業 固 定 資 産 69,094 そ の 他 の 流 動 負 債 65
兼 業 固 定 資 産 16,639 固 定 負 債 42,747
建 設 仮 勘 定 2,213 長 期 借 入 金 35,347
投 資 そ の 他 の 資 産 1,855 繰 延 税 金 負 債 65

関 係 会 社 株 式 669 再評価に係る繰延税金負債 3,475
投 資 有 価 証 券 992 退 職 給 付 引 当 金 356
そ の 他 の 投 資 等 202 投 資 損 失 引 当 金 220
貸 倒 引 当 金 △10 そ の 他 の 固 定 負 債 3,282

負 債 計 77,441

（純　資　産　の　部）
株 主 資 本 14,424

資 本 金 11,710
利 益 剰 余 金 2,767

そ の 他 利 益 剰 余 金 2,767
繰 越 利 益 剰 余 金 2,767

自 己 株 式 △53
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,696

その他有価証券評価差額金 251
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △46
土 地 再 評 価 差 額 金 1,491

純 資 産 計 16,120
資 産 合 計 93,562 負 債 ・ 純 資 産 合 計 93,562

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書
平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

科 目 金 額
百万円 百万円

鉄 道 事 業
営 業 収 益 9,641
営 業 費 8,725
営 業 利 益 915

兼 業
営 業 収 益 2,992
営 業 費 2,075
営 業 利 益 916

全 事 業 営 業 利 益 1,832
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 160
そ の 他 の 収 益 82 242

営 業 外 費 用
支 払 利 息 805
そ の 他 の 費 用 53 858

経 常 利 益 1,216
特 別 利 益

工 事 負 担 金 等 受 入 額 584
そ の 他 の 利 益 6 590

特 別 損 失
工 事 負 担 金 等 圧 縮 額 584
そ の 他 の 損 失 6 591

税 引 前 当 期 純 利 益 1,216
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 44
法 人 税 等 調 整 額 △0 43
当 期 純 利 益 1,172

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

株 主 資 本

資 本 金

利 益
剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

そ の 他 利 益
剰 余 金
繰 越 利 益
剰 余 金

百万円 百万円 百万円 百万円
当 期 首 残 高 11,710 1,594 △50 13,255
当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 1,172 1,172
自 己 株 式 の 取 得 △3 △3
土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 0 0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － 1,172 △3 1,169
当 期 末 残 高 11,710 2,767 △53 14,424

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計そ の 他

有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
当 期 首 残 高 112 △87 1,491 1,516 14,771
当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 1,172
自 己 株 式 の 取 得 △3
土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 139 41 △0 180 180

当 期 変 動 額 合 計 139 41 △0 180 1,349
当 期 末 残 高 251 △46 1,491 1,696 16,120

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個　別　注　記　表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法

②その他有価証券
・時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

・時価のないもの
　移動平均法に基づく原価法

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ　　　　　　時価法

（３）たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

①販売土地及び建物　　　個別法
②貯蔵品　　　　　　　　移動平均法

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く）

鉄道事業取替資産　　　取替法
その他の固定資産　　　定額法

（２）無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法
（３）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（２）退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し
ております。
　なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12
年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。

（３）投資損失引当金
　投資に対する損失に備えるため、相手先の財政状態等を勘案し、出資金額を超えて負担することとな
る損失見込額を計上しております。

－ 31 －

個別注記表



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2017/05/16 16:00:11 / 16268790_神戸電鉄株式会社_招集通知（Ｃ）

４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（１）ヘッジ会計の処理

　繰延ヘッジ処理によっております。
　なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

（２）工事負担金等の会計処理
　鉄道事業における施設の改築工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負
担金等を受けております。
　工事負担金等を受け入れて取得した固定資産のうち、資産価値や機能の向上が見込まれるもの（橋梁
改築工事等）については、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直
接減額せず、固定資産に計上し、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上してお
ります。
　また、資産価値や機能の向上が見込まれないもの（踏切道拡幅工事等）については、工事完成時に当
該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額し、損益計算書においては、工事負
担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を工事負担金等
圧縮額として特別損失に計上しております。

（３）消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（４）連結納税制度の適用
　連結納税制度を適用しております。

Ⅱ．貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（１）担保に供している資産

鉄道事業固定資産 67,266百万円
投資有価証券 165百万円

合計 67,432百万円
（２）担保に係る債務

長期借入金 11,350百万円
短期借入金 2,510百万円

合計 13,860百万円
２．有形固定資産の減価償却累計額 70,573百万円
３．事業用固定資産　有形固定資産 84,959百万円

土　地 34,602百万円
建　物 7,236百万円
構築物 37,968百万円
車　両 3,115百万円
その他 2,035百万円

無形固定資産 774百万円

－ 32 －
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４．保証債務
関係会社の金融機関からの借入金に対し、保証を行っております。

㈱神鉄ビジネスサポート 601百万円
５．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 207百万円
短期金銭債務 940百万円
長期金銭債務 12百万円

６．鉄道事業固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額
55,997百万円

７．土地の再評価
　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部
を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額に
ついては、当該評価差額に係る税金相当額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部に計上し、これを控
除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。

再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定め
る固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出する方法によっております。

再評価を行った年月日　　平成14年３月31日

Ⅲ．損益計算書に関する注記
１．営業収益 12,633百万円
２．営業費 10,801百万円

運送営業費及び売上原価 6,087百万円
販売費及び一般管理費 1,500百万円
諸税 851百万円
減価償却費 2,361百万円

３．関係会社との取引高
営業取引による取引高

営業収益 303百万円
営業費 1,054百万円

営業取引以外の取引高 1,010百万円

Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記
当期末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 155,569株

Ⅴ．リースにより使用する固定資産に関する注記
　貸借対照表に計上した固定資産のほか、業務用自動車、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナ
ンス・リース契約により使用しております。

－ 33 －

個別注記表



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2017/05/16 16:00:11 / 16268790_神戸電鉄株式会社_招集通知（Ｃ）

Ⅵ．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等 (単位：百万円)

種 類 会 社 等 の 名 称 議決権等の
所 有 割 合

関連当事者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取 引

金 額 科 目 期 末
残 高

子会社 ㈱神鉄コミュニティ
サービス

直　接 
100％ 役員の兼任 工事の発注(注1) 1,648 未払金 877

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）工事の発注については、競争入札等により決定しております。
（注２）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

Ⅶ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 200円36銭
２．１株当たり当期純利益 14円57銭

－ 34 －
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
独立監査人の監査報告書

平成29年５月10日
神戸電鉄株式会社

取締役会　御中
有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 淺 野 禎 彦 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 鈴 木 重 久 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、神戸電鉄株式会社の平成28年４月１日から平成29
年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、神戸電鉄株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 35 －
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会計監査人の監査報告書　謄本
独立監査人の監査報告書

平成29年５月10日
神戸電鉄株式会社

取締役会　御中
有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 淺 野 禎 彦 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 鈴 木 重 久 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、神戸電鉄株式会社の平成28年４月１日から
平成29年３月31日までの第142期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 36 －
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監査役会の監査報告書　謄本
監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第142期事業年度の取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の遂行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条
各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年５月11日
神戸電鉄株式会社　監査役会

常任監査役（常勤） 近 藤 恭 彦 ㊞
監査役(社外監査役) 川 島 常 紀 ㊞
監査役(社外監査役) 木 下 卓 男 ㊞

以　上

－ 37 －
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株主総会参考書類

議案および参考事項

　第１号議案　株式併合の件
　１．株式併合を必要とする理由

　全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、平成30年10月１日
までにすべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しており
ます。当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買
単位である単元株式数を現在の1,000株から100株に変更することとし、併せて、当社株式
の投資単位を適切な水準に調整するため、株式併合を行うものであります。

　２．併合の割合
当社普通株式について、10株を１株に併合いたしたく存じます。

　なお、株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき一
括して処分し、端数が生じた株主の皆様に対して、その端数の割合に応じて金銭をお支払い
いたします。

　３．株式併合の効力発生日
平成29年10月１日

　４．効力発生日における発行可能株式総数
１千６百万株

　５．その他
　本議案に係る株式併合は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決される
ことを条件といたします。なお、その他手続上必要な事項につきましては、取締役会にご一
任願いたいと存じます。

(注)　株式併合により、株主様がご所有の当社の株式数は、併合前の10分の１となります
が、その前後で会社の資産や資本は変わりませんので、株式市況の変動等の他の要因を
除けば、株主様がご所有の当社株式の資産価値に変動はありません。

－ 38 －
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　第２号議案　定款一部変更の件
　１．変更の理由

（１）平成27年４月の介護保険法改正に伴い、現行定款第２条に規定する事業目的を追加する
とともに、所要の整備を行うものであります(変更案第２条ご参照)。

（２）第１号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、株式併合
の割合に応じて発行可能株式総数を減少させるため、現行定款第６条を変更するとともに、
単元株式数を1,000株から100株に変更するため、現行定款第８条を変更するものであり
ます(変更案第６条・第８条ご参照)。
　なお、本変更については、第１号議案における株式併合の効力発生日である平成29年
10月１日をもって効力が発生する旨の附則を設け、効力発生日経過後、本附則を削除す
るものといたします(変更案附則第１条ご参照)。

　２．変更の内容
　　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
現　行　定　款 変　更　案

（目　的）
第２条　当会社は次の事業を営むことを目的とする。

１．～16．　　（条文省略）

17．介護保険法に基づく居宅介護支援事業及び居宅
サービス事業

18．～31．　　（条文省略）

（発行可能株式総数）
第６条　当会社の発行可能株式総数は１億６千万株と

する。

（単元株式数）
第８条　当会社の単元株式数は1,000株とする。

　　　　　　　　（新　　設）

（目　的）
第２条　当会社は次の事業を営むことを目的とする。

１．～16．　　（現行どおり）

17．介護保険法に基づく居宅介護支援事業、居宅サ
ービス事業、介護予防サービス事業及び第１号事
業

18．～31．　　（現行どおり）

（発行可能株式総数）
第６条　当会社の発行可能株式総数は、１千６百万株

とする。

（単元株式数）
第８条　当会社の単元株式数は、100株とする。

附則
第１条　第６条及び第８条の変更は、平成29年10月１

日をもって効力が発生するものとする。
　　本条は平成29年10月１日の経過後、これを削除す

るものとする。

－ 39 －

定款一部変更の件
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　第３号議案　取締役３名選任の件
　本総会終結の時をもって、取締役　三津澤 修、内芝伸一、平松秀則、原口和夫の４氏は任期
満了となります。つきましては、１名減員し、取締役３名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生　年　月　日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る
当社株式の数

１

※
きし
岸

もと
本

かず
和

や
也

(昭和31年 5 月 4 日生)

昭和55年４月

0株

阪急電鉄株式会社入社
平成15年６月

同　都市交通事業本部鉄道営業部部長
　　21年４月

同　取締役都市交通事業本部副本部長兼技術部長
　　22年６月

能勢電鉄株式会社
　代表取締役社長

　　26年６月
北大阪急行電鉄株式会社
　代表取締役社長

　　29年４月
当社顧問（現在）

(取締役候補者とした理由)
　阪急電鉄株式会社における鉄道をはじめとする都市交通事業の豊富な業務経験と実績に加え、能勢電鉄株式会社および
北大阪急行電鉄株式会社の社長を歴任して事業経営を担い、卓越した見識と能力を有しています。これらのことから、当
社の事業基盤の強化に向けて、強いリーダーシップと真摯な姿勢で取り組むことが期待できるものと判断したためであり
ます。

２

ひら
平

まつ
松

ひで
秀

のり
則

(昭和18年 8 月18日生)

昭和42年４月

0株

株式会社神戸銀行入行
平成 ７年６月

株式会社さくら銀行
　取締役姫路支店長

　　10年４月
同　常務取締役

　　11年６月
同　常務取締役兼常務執行役員

　　12年４月
同　代表取締役専務取締役兼専務執行役員

　　13年４月
株式会社三井住友銀行
　代表取締役専務取締役兼専務執行役員

　　14年６月
同　代表取締役副頭取兼副頭取執行役員

　　15年６月
神戸土地建物株式会社
　代表取締役社長

　　19年６月
当社取締役（現在）

重要な兼職の状況
　ハリマ化成グループ株式会社
　　社外取締役

(社外取締役候補者とした理由)
　株式会社さくら銀行および株式会社三井住友銀行において要職を歴任し、経営に関する豊富な経験と高い見識を有して
おり、これまで当社の取締役会において豊富な経営経験に基づき必要な発言を適宜行っていることから、今後も社外取締
役としての立場から有益な助言や指導が得られるものと判断したためであります。

－ 40 －
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候補者
番 号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生　年　月　日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る
当社株式の数

３

※
はま
濵

だ
田

し
士

ろう
郎

(昭和28年11月 1 日生)

昭和53年４月

0株
兵庫県採用

平成23年４月
同　県土整備部長

26年４月
公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター理事長

(社外取締役候補者とした理由)
　兵庫県において要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役としての立場から有益な助言や指導が
得られるものと判断したためであります。なお、同氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、兵庫県にお
ける職務経験等を通じて、当社グループが事業を展開している沿線地域の情勢を熟知していることから、社外取締役とし
ての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

（注）１．※は新任の取締役候補者であります。
２．各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
３．取締役候補者平松秀則、濵田士郎の両氏は、社外取締役候補者であります。なお、平松秀則氏は東京

証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、当社は濵田士郎氏を東京証券取引所の定めに基
づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

４．平松秀則氏につきましては、過去５年間に北神急行電鉄株式会社の社外取締役を務めていたことがあ
ります。

５．平松秀則氏は当社の社外取締役であり、当社の取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもっ
て10年であります。

－ 41 －

取締役３名選任の件
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　第４号議案　監査役１名選任の件
　本総会終結の時をもって、監査役　川島常紀氏は任期満了となりますので、監査役１名の選
任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

　　監査役候補者は、次のとおりであります。
ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生　年　月　日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所 有 す る
当社株式の数

※
の
能

がみ
上

なお
尚

ひさ
久

(昭和33年 7 月30日生)

昭和57年４月

0株

阪急電鉄株式会社入社
平成19年４月

同　取締役
　　25年４月

同　常務取締役
　　26年３月

同　専務取締役（現在）
　　26年６月

阪急阪神ホールディングス株式会社
　取締役（現在）

重要な兼職の状況
　阪急阪神ホールディングス株式会社
　　取締役
　阪急電鉄株式会社
　　専務取締役
　オーエス株式会社
　　社外取締役（監査等委員）

(社外監査役候補者とした理由)
　阪急阪神ホールディングス株式会社および阪急電鉄株式会社において要職を歴任し、豊富な経験を有しており、社外監査役として
の立場から当社の経営全般に対して高い見識に基づいた意見が期待できるものと判断したためであります。

（注）１．※は新任の監査役候補者であります。
２．監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
３．監査役候補者は、社外監査役候補者であります。また、当社は能上尚久氏を東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

－ 42 －

監査役１名選任の件
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　第５号議案　補欠監査役２名選任の件
　　平成28年６月10日開催の第141回定時株主総会において補欠監査役に選任された井上幸二、

能上尚久の両氏の選任の効力は、本総会が開催されるまでの間とされておりますので、改めて
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名の選任をお願いする
ものであります。
　補欠監査役候補者は次のとおりであり、井上幸二氏は現任の常勤監査役　近藤恭彦氏の補欠
監査役候補者、嶋田泰夫氏は現任の社外監査役　木下卓男氏および第４号議案「監査役１名選
任の件」が原案どおり承認可決された場合に社外監査役となる能上尚久氏の補欠の社外監査役
候補者であります。
　なお、補欠監査役の選任が効力を有する期間は、次期定時株主総会が開催されるまでの間で
ありますが、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を
取り消すことができるものとさせていただきます。
　また、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

候補者
番 号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生　年　月　日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所 有 す る
当社株式の数

１

いの
井

うえ
上

こう
幸

じ
二

（昭和24年12月 6 日生）

昭和48年３月

0株

当社入社
平成10年６月

神鉄観光株式会社
　常務取締役

　　11年６月
同　代表取締役常務取締役

　　12年６月
同　代表取締役社長

　　22年４月
同　退任

(補欠の監査役候補者とした理由)
　当社の財務部門および鉄道事業などにおける幅広い経験に加え、神鉄観光株式会社では、経営を担い事業の成長を実現
するなど豊富な経験と実績を有しており、当社の業務執行の適法性等について適切な監査を遂行していただけるものと判
断したためであります。

２

しま
嶋

だ
田

やす
泰

お
夫

（昭和39年 7 月21日生）

昭和63年４月

0株

阪急電鉄株式会社入社
平成22年４月

同　流通事業本部流通統括部長
　　28年４月

阪急阪神ホールディングス株式会社
　グループ経営企画室長

　　29年４月
同　グループ経営企画室長兼グループ開発室長（現在）

　　29年４月
阪急電鉄株式会社
　執行役員経営企画部長（現在）

(補欠の社外監査役候補者とした理由)
　阪急阪神ホールディングス株式会社および阪急電鉄株式会社において要職を歴任し、豊富な経験を有しており、社外監
査役としての立場から当社の経営全般に対して高い見識に基づいた意見が期待できるものと判断したためであります。

（注）１．各補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．嶋田泰夫氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以　上

－ 43 －

補欠監査役２名選任の件



2017/05/16 16:00:11 / 16268790_神戸電鉄株式会社_招集通知（Ｃ）

（メモ欄）

メモ



2017/05/16 16:00:11 / 16268790_神戸電鉄株式会社_招集通知（Ｃ）

（メモ欄）

メモ



2017/05/16 16:00:11 / 16268790_神戸電鉄株式会社_招集通知（Ｃ）

（メモ欄）

メモ



県道神戸・三田線

至鈴蘭台
神戸電鉄

至三田

Ｎ

北神
急行

至新
神戸

谷上ＳＨビル

谷 上 駅

会　　場

神戸電鉄・北神急行電鉄　谷上駅下車
谷上ドーム街を西へ徒歩１分

神戸市北区谷上東町１番１号　
谷上ＳＨビル７階

株 主 総 会 会 場 （ 谷 上 Ｓ Ｈ ビ ル ） 付 近 案 内 図

交通機関

ご来場の際は、電車・バスをご利用ください。お 願 い 

2017/05/16 16:00:11 / 16268790_神戸電鉄株式会社_招集通知（Ｃ）

地図




